
西宮市営住宅等同居承認要綱 
  

（趣旨）  
第１条 この要綱は、西宮市営住宅条例（平成８年西宮市条例第４４号。以下「条例」とい

う。）第１８条並びに西宮市営住宅条例施行規則（平成９年西宮市規則第１号。以下「規
則」という。）第１５条及び第１６条に規定する市営住宅同居承認について、必要な事項
を定める。ただし、改良住宅及び規則第６条に規定するコミュニティ住宅の同居承認につ
いては、西宮市営改良住宅等同居承認要綱を別に定める。  

 
（同居の種類）  

第２条 同居は、次に掲げるものをいう。  
 (１) 一時同居 

規則第１６条第２項に規定する病気にかかっていることその他特別の事情による同
居で、以下のものをいう。  
ア 名義人が、通学、通院等の理由により同居することが必要な者を同居させること。  
イ 名義人が、市営住宅の家賃等の滞納が有る配偶者（住民票上の内縁関係並びに西宮

市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓証明制度及び兵庫県パートナーシップ
制度に基づくパートナーを含む。）を同居させること。  

ウ 名義人又は同居者が、親権者のいる未成年者をその監護を目的として同居させる
こと。  

エ 未成年の子がいる世帯において、子の監護を目的として名義人の三親等内の親族
を同居させること。  

 (２) 介護同居  
規則第１６条第２項に規定する病気にかかっていることその他特別の事情による同居

で、名義人、同居者又は同居しようとする者が介護を必要とするときに同居させること。  
 (３) 一般同居  
   前２号に規定する以外の一般的な同居 
 

（承認基準）  
第３条 市長は、市営住宅管理上支障がないと認める場合、名義人及び同居しようとする者

が次の各号に掲げる条件を備えるときは、一般同居の承認をすることができる。  
(１) 当該同居承認後の名義人及び同居者にかかる収入が、条例第７条第４号に規定する

金額を超えないこと。ただし、第２号ア、ウ及びエに該当する場合並びに、普通市営住
宅（コミュニティ住宅及び従前居住者用住宅のうち条例第 10 条の２に規定する普通市
営住宅とみなす住宅を含む。）以外の市営住宅にあっては、この限りでない。 



(２) 同居しようとする者が名義人の３親等以内の親族等で、次のいずれかの事情により
同居しなければならない者であること。ただし、配偶者のいる者が配偶者と別居するこ
とを目的として同居する場合は、これを認めない。  
ア 名義人が婚姻（住民票上の内縁関係並びに西宮市パートナーシップ・ファミリーシ

ップ宣誓証明制度及び兵庫県パートナーシップ制度に基づくパートナーシップの宣
誓を含む。以下同じ。）し、その配偶者またはパートナーが同居するとき。  

イ 同居者が婚姻し、その配偶者またはパートナーが同居するとき。  
ウ 名義人又は同居者が出産し、出生した者が同居するとき。  
エ 名義人又は同居者に親権がある未成年者を引き取るとき。  
オ アからエを除き、住宅に困窮している者であるとき。  

(３) 名義人及び同居しようとする者が、公営住宅法（昭和２６年法律第１９３号。以下
「法」という。）第３２条第１項第１号から第５号（法第３２条第１項第２号に該当す
る場合であって、前号ア、ウ又はエに該当する場合を除く。）のいずれにも該当してい
ないこと。  

２ 市長は、前項の規定にかかわらず一時同居及び介護同居の承認をすることができる。  
３ 規則第１６条第２項に規定する期限は、前条第１号イ及びウをのぞき１年を限度とし、

更新を妨げない。  
４ 普通市営住宅のうち、生活援助員の定期的な巡回や緊急通報システムの設置等高齢者

に配慮した住宅（以下、「シルバー住宅」という。）にかかる同居の承認は、次に掲げる条
件をすべて備えた場合の介護同居のみとする。  
(１) 名義人又は入居当初の同居親族が、常時介護を必要とする状態であること。  
(２) 当該介護を必要とする者が、在宅での介護を希望するとき又は介護老人福祉施設そ

の他の施設への入所が困難であること。  
(３) 同居しようとする者が１名であること。ただし、当該同居しようとする者が配偶者

又は未成年の子を有する場合等の特別の事情があるときはこの限りでない。  
 
（手続き）  

第４条 同居の承認を得ようとする者は、規則第１５条に規定する市営住宅同居申請書に
必要書類を添付しなければならない。  

 
（兵庫県住宅供給公社住宅） 
第 5 条 兵庫県住宅供給公社住宅の同居承認については、本要綱に定める特別賃貸住宅に

準じる扱いとする。 
 
 （同居者の退去）  
第 6 条 一時同居及び介護同居（シルバー住宅を含む。）による同居者は、次に掲げる事由



のいずれかに該当するときは、当該住宅を退去しなければならない。  
(１) 介護される者、通院及び通学する者が死亡又は退去したときなど、同居を承認する

事由が消滅したとき。  
(２) 承認された同居期間が満了したとき。  

 
（その他）  

第 7 条 この要綱に定めるほか必要な事項は、住宅部長が定める。  
 

付 則  
 この要綱は、平成３０年４月１日から実施する。 
 

付 則  
 この要綱は、令和４年１２月１日から実施する。 
  

付 則  
 この要綱は、令和５年７月１日から実施する。 
 

付 則  
 この要綱は、令和 6 年 4 月１日から実施する。 


